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 １．計画策定の目的と役割 

   

  三
み

好
よし

市は、平成１８年（２００６）３月に徳島県三好郡８町村のうち近隣６町村（三野
み の

町
ちょう

、池
いけ

田
だ

町
ちょう

、山城
やましろ

町
ちょう

、井
い

川
かわ

町
ちょう

、東
ひがし

祖谷
いや

山村
やまそん

、西祖谷山村）との合併により、７２１．４２K㎡という

四国一広い面積を持つ自治体となると同時に、国・県・市合わせて１００件を超える指定文化財を

有することとなった。合併後の三好市においては、広大な市域全体の一体感の醸成とともに、豊か

な地域資源、歴史・文化遺産の活用による地域活性化が求められていた。 

 これらの取り組みを進める中で、平成２０年（２００８）５月に国土交通省・文部科学省・農林

水産省の共管法として「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が制定され、同年

１１月に施行された。 

 そこで本市では、歴史的な町並みや地域固有の伝統文化等をまちづくりの要素の一つとして活

用するため、同法による「三好市歴史的風致維持向上計画」を策定し、平成２２年（２０１０）１

１月２２日に認定を受け、計画に基づいた歴史的風致の維持及び向上に関する事業に８年間にわ

たって取り組んできた。 

 取り組みでは、重要伝統的建造物群保存地区「三好市東祖谷山村落合」にある古民家再生整備事

業として、８棟の空き家古民家を滞在型観光施設に整備し、ここを基点とした祖谷地区の文化財等

を巡る周遊ルートを整備したほか、近隣にある歴史的建造物等の修理や修景を実施し、景観の向上

に資する事業、祭礼行事などの伝統文化の継承に係る支援等を実施した。 

 その結果として、まちの魅力や景観の向上、外国人旅行者を含む観光客の増加、民俗芸能の継承

や町並み保存に関する住民活動の活発化などの成果が表れた。 

 一方で、居住者の減少や少子高齢化に伴う担い手不足は未だ深刻であり、歴史的建造物の維持や

伝統文化等の継承に関する事業については更に重点的に取り組む必要がある。加えて、近年の観光

客の増加に伴い、一部の地域への観光客の集中、外国人観光客への対応力の強化といった新たな課

題への対策が求められている。 

 本市のまちづくりを進めるうえでの柱の一つとして、継続的に歴史的風致の維持及び向上を図

ることで市民の郷土愛を育て、今後５０年先にも本市固有の歴史的な町並みや伝統文化が継承さ

れるとともに、取り組みから波及する交流人口の増加、定住の促進等による地域活性化につなげて

いくため、「三好市歴史的風致維持向上計画」の第２期計画を策定し引き続き事業を推進する。 
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               第１期計画においての取り組み 

◎重要伝統的建造物群保存地区「三好市東祖谷山村落合」空き家古民家再生事業による滞在     

型施設の整備 

◎阿佐家住宅復元修理事業による公開型施設の整備 

◎観光案内板の修景 

◎歴史的建造物の公有化 

◎箸蔵寺の祭礼行事、民俗芸能等の継承に関する支援 

          成  果 

◎滞在型及び公開型施設整備や景観の改善による魅

力の向上 

◎上記の整備等による外国人観光客を含む観光客の

増加 

◎各祭礼行事や民俗芸能等の継承に関する住民活動

の活発化 

◎伝統的な町並み保存に関する住民活動の活発化 

課題 

◎歴史的建造物の維持や伝統文化等の担い手不足 

◎一部の地域への観光客の集中 

◎外国人観光客への対応力の強化 

第２期計画の策定 

２．計画期間 

 本計画の期間は、終期を第２次三好市総合計画と整合させ、２０１９（平成３１年度）か

ら２０２７年度までの９ヵ年とする。 
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３．計画の策定体制 

 本計画策定においては、教育委員会文化財課及び関係担当課で組織する作業部会において作成した素案

を基に、学識経験者、徳島県教育委員会、徳島県都市計画課などで組織された三好市歴史的風致維持向上

計画策定委員会において検討を行い、意見をいただき計画案の作成を行った。 

 その後パブリックコメントを実施し、各意見を踏まえた計画案について、再度協議会へ意見聴取を行う

とともに、文化財保護審議会へ意見聴取を行い、「三好市歴史的風致維持向上計画（第２期）」を策定し

た。 

役職 氏名 所属部署・役職等 備考 

委員長 増井 正哉 京都大学大学院教授 学識経験者 

副委員長 喜多 順三 阿波のまちなみ研究会代表幹事 学識経験者 

委員 伊藤 龍二 徳島県県土整備部都市計画課課長補佐 行政・徳島県 

委員 早渕 隆人 徳島県教育委員会教育文化課課長補佐 行政・徳島県 

委員 南  敏治 落合重要伝統的建造物群保存協議会会長 歴史的風致維持向上施設管理者 

委員 木村  茂 木村家住宅管理者 重要文化財建造物等管理者 

委員 下川  清 三好市文化財保護審議会会長 祖谷山研究会代表 

委員 橘本 美保 徳島県文化財マイスター 建築士 

委員 田中 真二 三好市財政課主幹 行政・市 

委員 谷川 信吾 三好市観光課主任主査 行政・市 

委員 竹本 博志 三好市地方創生推進課主任主査 行政・市 

委員 楠目 弘和 三好市管理課主査 行政・市 

委員 石山 健介 三好市観光課主事 行政・市 

事務局長 山崎 陽子 三好市文化財課課長 行政・市 

事務長次長 安藤 彰浩 三好市文化財課主幹 行政・市 

事務局 宮田 健一 三好市文化財課主査 行政・市 

    

    

    

    

■三好市歴史的風致維持向上計画策定委員会 
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（４）計画の位置づけと策定の流れ 

主務大臣 

（文部科学省、農林水産省、国土交通省） 

 

市     長 

三好市歴史的風致維持向上計画の決定 

市議会 

市文化財保護審議会 
報告 

 提案 

  三好市歴史的風致維持向上計画の認定 

 

認 定 

  三好市庁内組織 
 

     関 係 課 

    庁内の合意形成 

  ・地方創生推進課 

  ・観光課 

  ・建設課 

  ・管理課 

  ・生涯学習課 

 

   協議 

    

     事 務 局 

   計画案の検討・作成 

  ・文化財課  

  

 意見 

   法定協議会 
 

    三好市歴史的 

  風致維持向上計画協議会 

     

    計画案の検討 

・三好市副市長 

・徳島県都市計画課 

・徳島県教育文化課  

・三好市文化財保護審議会 

・阿波のまちなみ研究会 

・三好市重要伝統的建造物群 

 保存地区協議会 

  

市   民 

意見募集 

意 見 

 認定 

申請 

意 見 

報 告 
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５．計画策定の経緯 

計画策定経過（平成２０年度～平成３０年度） 

● 平成２０年   ５月２３日 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」公布 

● 平成２１年    ８月１９日 策定委員会（４回実施）    

 ～平成２２年   １０月２０日 パブリックコメント実施    

● 平成２２年   １１月１１日 三好市文化財保護審議会（案への意見を求める）  

● 平成２２年  １１月１５日 第１回計画協議会（法定協議会）   

● 平成２２年   １１月１５日 三好市歴史的風致維持向上計画の認定申請  

● 平成２２年  １１月２２日 三好市歴史的風致維持向上計画の認定   

● 平成２６年       ３月１４日 三好市歴史的風致維持向上計画の変更認定申請  

第２期計画策定経過（平成３０年度～平成３１年度） 

● 平成３０年     ５月 ９日 第１回計画検討委員会     

● 平成３０年      ９月１９日 策定委員会（関係課） 

● 平成３０年     １０月１２日 第２回計画検討委員会    

● 平成３１年    ２月 １日  パブリックコメント実施      

● 平成３１年        ２月２７日 三好市文化財保護審議会（案への意見を求める）       

● 平成３１年       ２月２８日 三好市歴史的風致維持向上計画（第２期）の認定申請 

   

    

５ 




